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今日、「保存活用」「改築」「改修」「コンバージョン」などと呼ばれている行為は、歴史的建築物の保存活用、過

剰供給されたストックの有効利用など様々な目的から取り組まれている。本論ではそれらの行為を、「既存建築

を設計の与条件として受け入れながらそこに設計者の解釈や創意を加えて新たな建築として再利用する行

為」として捉え直して〈創造的再利用〉と呼び、それが設計者にとってどのような意義をもつかを明らかにし、さら

にその行為によって生み出されるデザインの方法について論じることを研究の目的とする。またあわせて保存

制度や都市計画制度など〈創造的再利用〉を実現に導く背景についても整理を行った。 

研究調査対象としては、まず欧米において〈創造的再利用〉の成功例の多いと思われるニューヨーク市を取り

上げて設計者の視点とデザイン手法を見た。またソーホー地区のロフトコンバージョン現象の社会的文化的意

味を探り、次にニューヨーク市で得られた知見を確認し比較するために、欧州で同じように〈創造的再利用〉の

成功例が多いと思われるチューリヒ市を取り上げた。研究の方法は、現実にプロジェクトに関わった設計者や

行政関係者らにインタビューを行うことを中心に据えて、実地調査と資料分析により、新築ではない既存建築を

ベースに設計する事例についての研究方法を確立することを目指した。 

 

第１章では、ニューヨーク市における建築再利用に関する３つの法体系（建築基準、ゾーニング、ランドマーク

保存）を整理した後、〈創造的再利用〉の建築事例 14 件の調査と合計 21 人のインタビューをもとにまとめ、その
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中から 4 件の事例について詳述した。いずれも市の保存指定に関わる建物のケースである。 

1908 年建設のクィーンズボロ・ブリッジ下に広がるカタラン・ヴォールトの多柱空間を再利用する計画では、40

年間市交通局管理下で有効な利用方法を見いだせなかった空間について、民間による再三にわたる商業的

施設への転用計画が 30 年かけて実現された経緯を調べた。地元コミュニティとの調整や投資環境の整備、独

創的なデザインが、社会的に忘れられていたパブリック空間を発掘する結果につながった。 

パッカー学園が取得した 1869 年建設の元英国国教派教会建築のケースは、学園がその活用法について取り

壊し・転売・再利用のオプションを保存地区指定との関連で検討した過程が明らかになった。局面を打開した

のは元教会堂空間の内陣部分に櫓のように教室を組み上げ中等学校教室棟として転用する大胆なデザイン

提案であった。当初価値がないと思われていた建築に、他では得難い広報的価値を発見した例である。 

1890 年代建設のソーホー地区にある元百貨店ビル再利用のケースは、意欲的な出版社スコラスティック社がこ

の地区の文化的先進的雰囲気を評価して企業的利用価値を見出した例である。奥行き深い平面形を開放的

なオフィス空間へ変貌させるデザインが建築に新しい価値を与えていた。またグランドファーザー条項という既

存不遡及原則によって、この建物は現在では得られない大きな容積を得ていることがわかった。 

第１章まとめではニューヨーク市の〈創造的再利用〉に見られる内外分離の原則と、それに基づく内外対比の

デザインの系譜が、コリン・ロウからヴェンチューリらの 60 年代の言説につながっていることを指摘し、またニュ

ーヨーク市の保存が用途ではなく「表現」の保存に主眼のあることを述べた。 

 

第２章では、〈創造的再利用〉が建築単体のみならず、地区の社会的変容をもたらした例としてニューヨーク市

のソーホー地区を取り上げ、過去30年間にわたる変容の経緯を整理した。軽工業地区からアーティスト居住区

へ変容した第１段階と、不動産資本が投入されて高級なブランド商業・住居混在地区へ変わった第２段階の変

容を、都市計画行政（ゾーニング条例と州集合住宅法）との関係から継時的に整理し、あわせてキャストアイア

ン建築群の保存を促した社会的運動を整理した。 

第２章まとめでは、ロフトコンバージョンの社会的背景としてマンハッタンの脱工業化促進と、ミドルクラスの都心

回帰が関わることを指摘し、ロフトリビングの文化的背景を分析した。アーティストのライフスタイルがミドルクラス

の人々の憧れになったこと、外部と著しいコントラストをもつ内部空間や工業製品的美学への評価、過去へのノ

スタルジア等の背景を挙げた。また、保存地区内での新築デザインに対する規制が、既存環境との同調性や

統一性を求める傾向にあるため、独創的な新築デザインが生まれにくい背景についても分析した。 

 

第３章では、チューリヒ市の記念物保存行政について整理し、市の記念物目録制度を概説するなかで、目録

対象建築の要件として「政治、経済、社会および建築美術における時代の重要な証人」という概念の重要性を

見た。その後で同市での〈創造的再利用〉の建築事例９件の調査と合計８人のインタビューをもとにまとめ、そ

の中から３件の事例について詳述した。 

1931 年建設の農産物卸売倉庫は 1930 年代の近代建築運動「ノイエスバウエン」を代表する建物として記念物
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登録されていたが、世界自然保護基金(WWF)本部として再利用された。建築規制上、容積と用途において再

利用が有利であった背景があった。市記念物保存課は南東ファサードの開口デザインを問題としたが、設計

者の工夫と交渉により一定の改変が認められた。 

1911 年創建の電気機器工場が事務所と住居の複合用途建築へ再利用されたケースでは、現行法規では得ら

れない大きなヴォリュームや用途が既存不遡及原則で認められた背景があった。奥行き深い平面を生かした

独自の住居プラン、大屋根の変更、バルコニーなど新しい要素の導入によって、新旧対比のアンサンブルを構

成している。 

1860 年代に起源を持つ湖畔の洗濯工場がショップ、集合住居等の複合用途へ再利用されたケースでは、一

部ヴォリュームを保存して構造体を新築し、一部鉄骨スケルトンを再利用して外装を新築するなど、新旧要素

が相互に影響しつつ混在して独自の造形を得ている。設計者は社会的に認知されていた場所のイメージを継

承して計画にマーケティング的価値を与えた。 

第３章まとめでは建築群による複合体の事例から 1927 年建設のネオバロック様式ヴィラに増築を行って保険

会社研修センターに再利用した例を取り上げ、古い建物を尊重しながら新しいデザインを大胆に対比させる手

法を見た。元機械部品工場群跡地やビール醸造工場群跡地においては、既存建築を部分的に保存再利用し

ながら、その間に新築を建設して新旧をコラージュ的に混在させる手法を見た。これは「メランジェ」の手法と言

えるもので新築と既存との間の対話に基づく新しい複合体を創り出す方向性を示している。 

 

結論では、〈創造的再利用〉の意義に対する設計者・建築家の基本的認識の側面と、〈創造的再利用〉を行う

際のデザイン手法の側面が、インタビューによる方法によって明らかになったことをまとめた。 

第一に〈創造的再利用〉の意義に対しては次のことがわかった。 

まず、〈創造的再利用〉は古美術の博物館展示的作業ではなく、既存建築の物理的骨格のみを利用して思い

のまま変更する作業でもなく、既存建築を「対話」の相手と考えてアイデアを構想する、新しい創作の一領域で

あるということである。そして、〈創造的再利用〉は既存建築の中に、それを創り出した人々の考え方や価値観、

感情の「表現」を見るという基本的視点に立っていることがわかった。従って、過去の建築をそれぞれの「時代

の証人」と見て、創建当初の形態のみを尊重するのでなく、後年加えられた改変も、各時代の「時間の形跡」と

して不可分の要素と捉える認識が存在する。そしてこのような認識の元に生み出されたすぐれた〈創造的再利

用〉の実例は歴史的文化的価値を経済的社会的価値に転換し、その価値の転換が長い間人々に忘れられて

いた空間に光を当て、パブリックのための価値を生み出している。 

第二に〈創造的再利用〉のデザイン手法については次のことがわかった。 

まず、内部と外部を切り離して考える「内外分離の原則」があり、これは特にニューヨーク市の保存行政におい

て顕著に見られる。この原則は、外部の保存と引き換えに内部の自由な変更を保証し、内外デザインに強いコ

ントラストを生む背景を形作っている。そして、この原則によって生み出される内外対比のデザインは 60 年代に

起きた建築美学の浸透に呼応していることがわかった。しかし内外は独立して捉えられながらも相互に影響し
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あう関係にあるため、原則は必ずしも外部の完全な保存を意味せず、外部にも一定の変更が認められることが

多く、それが新旧混在の印象を表出していることがわかった。一方で外部ファサードのみを保存して内部のみ

を改変する手法には明確な批判もあり、これは特にチューリヒ市において顕著に見られた。そこでは内外を統

合して考え、新旧の混在をより積極的に表現する方向性が模索されている。 

いずれにしても〈創造的再利用〉では内外ともに新旧の差異を顕在化する方法がのぞましく、古いファサードを

生かしながらもそれを不変と考えず、積極的に新しい「時代の形跡」を加えて新旧の「メランジェ（混合物）」を創

り出していく方向を模索すべきであると考えられる。 

 

〈創造的再利用〉は既存作品の「解釈」から成り立つ点で演劇の演出や音楽の演奏にも通ずる「対話」に基づく

アートであり、設計者にとって 21 世紀において今後ますます重要になってくる新たな創作の領域であることが

わかった。今後の課題としては〈創造的再利用〉を設計者にとってだけでなく広く市民が享受できる創造的活

動として定着させていくための環境の形成が重要であるといえる。 


